
 

中小企業再生支援機構による再生支援 

中小企業の再生・活性化等支援法案 

 

 

 

 

集中的な支援 

 

・債権者調整（債権放棄） 

・債権買取り 

・出資 

・資金の貸付け 

・事業の再生に関する専門家の派遣 

・対象事業者以外の事業者に対する助言 

・再生支援の実施に当たっての中小企業再生支援協議会との連携 等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有用な経営資源を有しながら過大

な債務を負っている中小企業者そ

の他の事業者 

中小企業等の再生支援を通じた

我が国の産業の再生・信用秩序

の維持 
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指針において次の内容を定めるべき旨を、法律上明記 

○中小企業における経営の強化に寄与する人材の育成及び確保に関すること。 

○中小企業の海外事業活動の推進に関すること。 

中小企業再生支援指針 
（国、地方公共団体、独立行政法人中小企業基盤整備機構等が講ずべき支援措置に関する基本的な指針） 

※公社及び第三セクター等は支援

対象から除外 


